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各 区 長 様 

 
               三木市社会福祉協議会 
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三木市市民ふく し 相談所事業啓発チラ シ回覧の 
ご協力について（ ご依頼）  

 
 
 青葉の候、 区長様におかれまし てはますますご健勝のこ と と お喜
び申し あげます。  

平素は、当会事業につき まし て、ご理解、ご協力をいただき 厚く お
礼申し あげます。  

こ の度、日常生活の困り ごと の相談を受け付ける「 三木市市民ふく
し 相談所」 のチラ シを発行いたし まし た。  
 つき まし ては、お手数を おかけいたし ますが、貴自治会において啓
発のご協力をいただき たく お願い申し あげます。  

【 お問合せ先】  
三木市社会福祉協議会 

 
 三木市大塚 1-6-40（ 三木市総合保健福祉センタ ー２ 階）  

電話（ ０ ７ ９ ４ ） ８ ２ －４ ０ ４ ３     
          担当 花房、伊藤、 則内、 廣瀬、 大江 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どものことで困って

いるんだけど・・・。 

 

☆問合せ先☆ 

社会福祉法人 三木市社会福祉協議会 

〒673-0413 三木市大塚 1丁目６－４０ 

（三木市総合保健福祉センター2階） 

 電話：（0794）82-4043  FAX：（0794）86-0860 

  

近所との関係で悩んで

いるんだけど・・・ 

＜注意＞「法律相談」を受けるには、まず「一般相談」での相談が必要です 

日常生活のさまざまなお悩みはこちらへ 

「三木市市民ふくし相談所事業」

は三木市から三木市社会福祉協

議会が受託して実施しています。 

相談項目 主な相談内容 会場・連絡先 開設曜日・時間 

一般相談 

日常生活の困り

ごとに関するこ

と 

市民活動センター 

連絡先：86-7575 

※相談時間中のみ開設 

① 第 2・3 水曜日 

② 第 4 土曜日 

時間：10：00～15：00 

吉川健康福祉センター 

連絡先：72-2940 

※相談時間中のみ開設 

第 1 月曜日 

※月曜祝日の場合は翌火曜日 

時間：13：30～16：00 

法律相談 

（弁護士） 

日常生活の困り

ごとで法律問題

に関すること 

市民活動センター 

第 2 水曜日 

(変更有。一般相談受付後に要予約） 

時間：13：30～15：00 

 

市民
し み ん

ふく し相談所
そ う だ ん し ょ

 
 

 
悩み事はあるんだけど、 

どこに相談すればよい

かわからなくて・・・ 

 

 日常の生活をおくる中で生じるさまざまな困りごとを“解決する糸口”や“きっかけ”を見

つけられる、どこに相談してよいか分からないといった悩みを相談できる場として、「市民ふ

くし相談所」を開設しています。 

 

☆相談無料 

☆秘密厳守 

日常生活の問題を解決するための第一歩に
 市民ふく し相談をご利用く ださ い 


